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疫学研究に関する倫理指針の細則の改正について（通知）

「疫学研究に関する倫理指針（平成１９年８月１６日文部科学省・厚生労働省告示第１号）」

については、今般「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（平成１８年法律第４８

号）及び「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成１８年法律第

５０号）の施行に伴う改正を行い、平成２０年１２月１日に告示したところであるが、同指

針に定めた細則についても、併せて改正を行うことから、下記のとおり通知する。

記

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（平成１８年法律第４８号）及び「一般



社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成１８年法律第５０号）の施行に

伴う改正について

（１）第１基本的考え方 ４研究機関の長の責務 (3)倫理審査委員会への付議に関する細

則の一部を次のように改正する。

＜研究機関に所属しない研究者に関する細則＞２中「公益法人、」を「一般社団法人、

一般財団法人又は」に改める。

（２）第４個人情報の保護等 ３他の機関等の資料の利用 (2)既存資料等の提供に当たっ

ての措置に関する細則の一部を次のように改正する。

＜既存資料等の提供に当たっての措置に関する細則＞１中「公益法人、」を「一般社

団法人、一般財団法人又は」に改める。

【本倫理指針に関する指針運用窓口及び情報提供】

・文部科学省 研究振興局 生命倫理・安全対策室

電話：03-6734-4113

03-5253-4111（内線4113）

・厚生労働省 大臣官房厚生科学課

電話：03-3595-2171

03-5253-1111 (内線3813)


